
 

生 徒 指 導  

 

１ 規律ある生活を送ろう  

  「生活にはリズムがあること」が大切です。昼間働いて夜学ぶという生活では、強い自律心

が要求されます。 

  本校は、１６：５５から１７：３０まで給食、１７：４５から２１：００まで授業という日

課です。欠席・遅刻・早退は学校生活のリズムを乱す最大の原因です。このようなことがない

ように強い意志をもって努力してください。 

  欠席・遅刻・早退の届け等については生徒心得(P9～P11)をよく読んで守ってください。 

 

２ 正しい服装と身だしなみを心がけよう  

  「心の乱れは、外にあらわれる」といいます。高校生にふさわしくない服装をしている生徒  

は、学業・生活態度などに欠陥がある場合が多いと言われます。生徒心得をよく読んで、しっ

かり守ってください。 

 

３ 交通安全を心がけよう  

  岐阜県では、生命を尊重し学業に専念する生徒を育成するために、四ない運動（免許をとら

ない、車を買わない、車に乗らない、車に乗せてもらわない）の徹底指導を行っています。  

  交通規則をよく守り、生命・身体の安全に心がけてください。  

  特に、自転車通学の生徒は加害者になることもあるので、気を付けてください。 

 

４ いじめは禁止！ 

  人に何気なく言われたり、何かをされたりして嫌だなあと感じたことはありませんか？ 

    本人は軽い気持ちでも、受けた相手は不快に感じます。その軽い気持ちからいじめがはじまりま

す。このようなことが絶対ないようによく考えて行動し、楽しく学校生活を送りましょう。 

 

５ 教育相談について  

  人は問題を解決する『力』を持っています。ただ、その方法に気付かない時があります。教

育相談は皆さんがその『力』を見つけることが出来るようにお手伝いします。心にモヤモヤが

ある時、話しやすい先生に話してみてください。相談内容の秘密は守ります。なお、校外でも

電話で悩みを聞いてもらえる所があります。 

 

 

教育相談ほほえみダイヤル（携帯電話からはつながりません） ０１２０－７４５－０７０ 

青少年ＳＯＳセンター（２４時間対応） ０１２０－２４７－５０５ 

ヤングテレホンコーナー（平日８：３０～１７：１５） ０１２０－７８３－８００ 

子供ＳＯＳ２４（２４時間対応） ０１２０－０７８－３１０ 

 

 



 

生 徒 心 得 

 

 常に大垣工業高等学校の生徒としての自覚と誇りをもち、勉学に精励し、校則に従い、下記の心得

を守って良い習慣を身につけ、気品のある健全な校風の樹立に努めること。 

 

 １ 欠席・遅刻・欠課及び早退について  

    （１）欠席・遅刻・忌引は前もって保護者（緊急の場合は本人）が学校へ連絡すること。なお、 

病気やケガによる欠席が１週間以上にわたるときは医師の診断書を添えて届けること。 

    （２）ショートホームルーム（ＳＨＲ）開始後（１７時３５分過ぎ）に登校した時は、必ず職

員室へ行き「遅刻届」に必要事項を記入すること。職員室にて担当の先生に許可を得て押

印してもらい、その後 「遅刻届」を持って、必ずその時間の教科担任に遅刻して登校した

旨を報告してから授業を受けること。 

     ※遅刻した生徒は「遅刻届」なしでは、授業を受けることができません。 

   （３）早退する場合は、必ず職員室にある「早退届」に必要事項を記入し、職員室で担当の先 

生の許可を得て押印してもらうこと。その後、帰宅したら必ず学校に連絡すること。 

     ※帰宅後の連絡がない場合は、担任または生徒指導係から保護者に連絡します。 

     ※体調不良等の事由による場合は、養護教諭または保健体育担当の先生の指導を受けて  

      から手続きをとること。 

   （４）公欠の場合は、担任または他の先生の指示を受けてから、公欠用紙に記入し、該当教科 

     担任の印をもらうこと。 

           

  ２ 服装・頭髪・持ち物について 

        高校生として、ふさわしい身だしなみであること。  

   （１）身分証明書は常に携帯すること。 

     （２）卒業式やその他学校から指示のあった行事での服装は、フォーマルウェア（※スーツ 

又は学生服）とする。 

      （３）頭髪については、常に清潔感を維持するよう心がける。 

      （４）学校生活において、学習の教材以外の不要物（ゲ－ム等）は持ってこない。 

 

  ３ 交通安全について 

（１） 登下校時には、交通規則を遵守し、ル－ルやマナ－をわきまえること。 

（２） 自転車通学を行う生徒は、次の法及び条例に定められた事項を必ず守ること。 

① 道路交通法 第６３条の１１ 

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

② 岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 第１３条 

自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用する

よう努めなければならない。 

（３）  自転車通学者は自転車を整備し、事故のないよう心がけること。 

① 見やすい箇所に学校指定のステッカーを貼付し、常に自転車の安全機能         



 

（ブレ－キ、ベル、ライト反射板等）を整備、点検しておくこと。 

         新規購入者やステッカ－紛失者は生徒指導係へ申し出ること。 

② 所定の自転車置き場に置き、必ず施錠（二重ロックが望ましい）しておくこと。 

③ 安全に留意し、２人乗り、スマートフォンを使用しながらの運転、夜間無灯火での使 

用等はしない。（令和８年４月１日から自転車の交通違反に青切符が導入されます。） 

        ④必ず「任意保険」に加入し、安全走行に努めること。 

            ＊通学路での危険個所をチェックし、安全な登下校に努めること。 

        ＊事故等に遭遇したり、本校生徒の事故等を目撃したら、直ちに警察署・学校・家庭 

と連絡をとり、生命の尊重に努めること。 

        ＊「自転車の青切符」とは、令和８年４月１日から１６歳以上の自転車運転者に適用

される交通反則通告制度のことで、「信号無視」「ながらスマホ」「一時不停止」な

どの危険な違反に対して、警察官が青い紙の反則告知書（青切符）を交付し、反則金

を納付すれば刑事罰を避けて処理する仕組みです。対象となる違反行為は１００種類

以上あり、反則金は原付バイクと同程度で、納付しない場合は刑事罰の対象となるた

め、注意が必要です。 

 

  ４ 校内生活について 

     ☆高校生としての自覚と適切な判断に基づいた言動に努めること。 

    ［日常の指導について］                                                     
     （１）授業中には飲料水・ガム・飴等の飲食はしない。 

     （２）授業中には携帯電話やスマートフォンを使用しない。 

     （３）無断早退、授業の中抜けはしない。 

   （４）喫煙をしない。※見つけた場合、または校外補導等にて情報を得た場合は、保護者に

来校してもらい、特別指導の対象となります。 

   （５）先生に対して、暴力・暴言・指導に従わない・授業妨害等があれば、保護者に来校し

てもらい、特別指導の対象となります。 

   （６）公共物等は大切に扱う。※器物破損については、不可抗力以外は全て弁償とし、併せ

て特別指導の対象となります。 

 

  ５ 校外生活について 

☆高校生としての自覚と適切な判断に基づいた言動に努めること。 

     （１）未成年者の飲酒、喫煙は禁止です。 

     （２）ゲームセンター等への立ち寄りは、節度をわきまえる。 

 

  ６ 不審者・変質者への対応について 

    不審者・変質者に遭遇した時、見かけた時は、直ちに警察（１１０番）へ通報し、家庭・ 

学校へ連絡をする。＊生命の安全を第一に行動してください。 

 

  ７ 普通自動車等の運転免許取得について 

     普通自動車・原付・自動二輪車の運転免許取得については原則禁止する。 



 

       ※無断免許取得者及び使用者は指導の対象となります。 

    ただし、普通自動車の運転免許取得に関しては、以下の①～③に限り認める。 

 ①卒業に備えて普通自動車の運転免許を取得する場合 

  ４年生は夏休みに入ってから、三修制の３年生は１２月から自動車学校の入校を許可 

  する。 

 ②２０才以上の者が普通自動車の運転免許を取得する場合 

  ２０才以上の者は、随時自動車学校の入校を許可する。 

  ③その他特別な事情がある者 

上記①～③の該当生徒は、担当の先生に申し出てから必要書類を提出し、許可を得ること。 

なお、運転免許を取得したら、速やかに担当の先生に申し出ること。 

       ※特別指導中の生徒や生活態度に問題のある生徒に関しては、許可を延期する。 

 

 ８ 普通自動車等の使用について 

  （１）普通自動車・原付・自動二輪車による通学は原則禁止する。 

    ※無断使用者は指導の対象となります。 

    ただし、普通自動車による通学に関しては以下の①、②の場合に限り認めるものとする。 

     ①２０才以上の者 

     ②特別な事情がある者 

        上記①、②の該当生徒は、担当の先生に申し出た後、面接を行う。その後、「自動車運転

使用願」に所要事項を記入し、誓約書および使用する自動車の任意保険証の写しを添

付し、担当の先生に申請する。なお、申請後に保護者または雇用主が来校し、事情を

説明することを原則とする。 

  （２）万一の事故については、本人はもちろん、保護者と雇用主で対処すること。  

  （３）許可期間は、許可証の発行から年度末までとする。継続するときは次年度の４月１ 

日から４月３０日までの間に更新の手続きをする。 

  （４）許可を受けた生徒は、使用許可条件を厳守すること。ただし、以下の場合は、保護 

     者および雇用主と協議の上許可を取り消す。以後、保護者または雇用主の責任で、 

自動車及び免許証を保管すること。 

     ①自動車使用を許可された理由がなくなった場合 

     ②誓約書違反等があった場合 

     ③道路交通法違反または交通事故を起こした場合 

     ④事故を起こす可能性が高く危険であると担当者が判断した場合 

  （５）許可後、使用内容に変更があった場合はただちに届け出ること。 

  （６）使用許可条件以外には、使用してはならない。 

  （７）転職したときは、そのことを届け出て改めて許可を得ること。 

   （８）許可を得て自動車を使用するときは、交通規則を守り常に安全運転に心がけること。 

 


